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[bookmark: _GoBack]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　　佐藤　力夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　公　印　省　略　）

第６９回福島県中学校体育大会における外部指導者の引率について

このことについて、貴校生徒及びチームが標記大会の出場に際して、「福島県中学校体育大会引率特例細則」を適用し、外部指導者が単独で引率して監督の資格を得ようとする場合には、下記の点に留意して、確認証の提出をお願いします。
記
〇　本細則が適用されるのは，学校事情により，校長・教員・部活動指導員が引率でき　ないと校長が判断し，設置者が認めた場合に適用するものである。安易に引率者として外部指導者の引率を認めるものではない。また、引率者として相応しくないと大会本部が判断した場合は退場を命ずる。チーム・選手は失格となることもある。
（１）引率者としての外部指導者の規定
①  当該校の校長が適切であると認めた２０歳以上であり，日頃から指導に当　たっている者のことをいう。なお，事前に校長との間で外部指導者としての契約がなされていること。
②　引率者としての外部指導者は，各大会の申込用紙の引率外部指導者欄に必要事項を記入すること。
③　引率者としての外部指導者に規定違反，不適切な言動等があったときは，不適格者として各地区中学校体育連盟会長または専門部会長から当該校の校長に連絡し，資格を取り消す。
（２）引率者としての外部指導者の引率については，県大会の全競技に適用する。
（３）引率者としての外部指導者には，監督の資格を認める。
（４）生徒の大会出場に関する全責任は，校長が負う。
（５）引率上の留意点及び大会会場においての留意点
①　引率上の留意点等
ア　引率時は，原則公共交通機関を利用する。
イ　外部指導者は任意の傷害保険等に加入する。
ウ　その他，引率に必要な事項を指導する。
②　大会会場においての留意点等
ア　大会要項を順守し，責任ある行動をとる。
イ　各競技会場の使用上のきまりに従う。

                                     
  
　〇　不明な点がある場合は、県中体連事務局までお問い合わせください。
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第６９回福島県中学校体育大会
外部指導者引率・監督確認証

	競技種目名
	

	学 校 名
（参加チーム名）
	

	ふりがな
	

	氏　名
	

	性 別
	男　・　女
	年 齢
	歳

	〇　設置者の承認を得た上で、上記の者を引率・監督者として認めます。
〇　福島県中学校体育大会引率特例細則を遵守します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	校長名
承認印
	学校名
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